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営
業
等
所
得
、
農
業
所
得
、

不
動
産
所
得
が
あ
る
か
た

営
業
等
所
得
、
農
業
所
得
、
不
動
産
所
得（
小

作
料
を
含
む
）が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
た
に
は
、

申
告
書
と
一
緒
に
収
支
内
訳
書
を
お
送
り
し
て

い
ま
す
。
収
支
内
訳
書
を
作
成
の
う
え
、
確
認

の
た
め
の
帳
簿
な
ど
関
係
書
類（
収
支
計
算

ノ
ー
ト
、
出
荷
証
明
書
、
領
収
書
な
ど
）を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
１８
年
中
に
新
た
に
事

業
を
始
め
た
か
た
で
、
収
支
内
訳
書
が
送
ら
れ

て
い
な
い
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

農
業
所
得
を

簡
易
計
算
で
申
告
す
る
か
た

作
付
面
積
が
２
ha
未
満
の
水
稲
農
家（
自
家

用
畑
の
作
付
け
が
あ
る
場
合
を
含
む
）の
申
告

は
、
平
均
的
な
必
要
経
費
を
織
り
込
ん
だ
所
得

率
な
ど
に
よ
り
、
農
業
所
得
を
計
算
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。「
農
業
所
得
簡
易
計
算
」で
申
告

す
る
か
た
は
、
次
の
も
の
を
必
ず
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

●「
農
業
所
得
簡
易
計
算
の
計
算
書
」

（
作
付
面
積
、
収
穫
量
、
自
家
消
費
分
な
ど
を

必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
）

●
農
産
物
を
出
荷
し
た
か
た
は
、
出
荷
証
明
書

や
販
売
代
金
の
精
算
書
な
ど
、
収
入
金
額
が

分
か
る
書
類

●
水
稲
共
済
金
な
ど
や
無
事
戻
金
を
受
け
取
っ

た
か
た
は
、
金
額
が
分
か
る
書
類

●
受
け
取
り
小
作
料（
不
動
産
所
得
に
な
り
ま

す
）、
作
業
受
託
料
な
ど
の
収
入
が
あ
る
か

た
は
、
相
手
先
や
収
入
金
額
が
分
か
る
も
の

※
販
売
用
の
野
菜
や
果
樹
を
作
付
し
て
い
る
か

た
や
、
今
ま
で
農
業
所
得
を
収
支
計
算
に
よ

り
申
告
し
て
い
る
か
た
は
、
簡
易
計
算
で
申

告
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
特
殊
な
栽
培
を
し

て
い
る
、
大
農
具
な
ど
を
多
く
所
有
し
て
い

る
、
支
払
委
託
料
が
多
い
な
ど
、
必
要
経
費

が
多
額
に
な
る
か
た
は
、
実
情
に
あ
っ
た
申

告
と
な
る
収
支
計
算
を
お
勧
め
し
ま
す
。

簡
易
計
算
が
廃
止
に
な
り
ま
す

平
成
２０
年
度（
１９
年
１
月
〜
１２
月
分
）か
ら
の

農
業
所
得
の
申
告
は
、『
簡
易
計
算
』が
廃
止
さ

れ
、
す
べ
て『
収
支
計
算
』に
よ
る
申
告
に
変
わ

り
ま
す
。
今
年
１
月
か
ら
、
出
荷
伝
票
な
ど
の

収
入
金
額
が
分
か
る
書
類
や
領
収
書
な
ど
の
経

費
が
分
か
る
書
類
を
保
存
し
、
記
帳
す
る
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

譲
渡
所
得
が
あ
る
か
た

収
用
に
よ
る
譲
渡
な
ど
で
、
所
得
額
が
特
別

控
除
額
以
下
に
な
る
場
合
は
、
所
得
税
や
市
県

民
税
が
課
税
に
な
ら
な
く
て
も
国
民
健
康
保
険

税
の
減
額
判
定
資
料
に
な
り
ま
す
の
で
、
市
県

民
税
の
申
告
相
談
時
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
譲
渡
所
得
・
山
林
所
得
用
の
申
告
書
は
別
に

あ
り
ま
す
の
で
、
必
要
な
か
た
は
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

申申
告告
相相
談談
にに
持持
参参
すす
るる
もも
のの

・
申
告
書
と
印
鑑

・
給
与
所
得
や
公
的
年
金
の
所
得
が
あ
る
か

た
は
、
源
泉
徴
収
票

・
営
業
等
・
農
業
・
不
動
産
所
得
が
あ
る
か

た
は
、
収
支
内
訳
書
ま
た
は
農
業
所
得
簡

易
計
算
の
計
算
書（
記
入
し
て
く
だ
さ
い
）

と
帳
簿
、
出
荷
証
明
書
、
領
収
書
な
ど

・
配
当
所
得
、雑
所
得（
生
命
保
険
契
約
な
ど

の
年
金
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
員

配
分
金
な
ど
）、
一
時
所
得（
生
命
保
険
等

の
満
期
金
な
ど
）が
あ
る
か
た
は
、支
払
通

知
書

・
１８
年
中
に
支
払
っ
た
生
命
保
険
料
や
損
害

保
険
料
の
控
除
証
明
書

・
１８
年
中
に
支
払
っ
た
社
会
保
険
料（
国
民

健
康
保
険
税
、国
民
年
金
保
険
料
な
ど
）の

領
収
書
、
控
除
証
明
書

・
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
た
は
、

１８
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書

（
集
計
し
て
く
だ
さ
い
）、
医
療
費
を
補
て

ん
す
る
保
険
金
や
高
額
療
養
費
の
支
払
い

を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
支
払
通
知
書

・
そ
の
他
、
必
要
と
思
わ
れ
る
領
収
書
や
証

明
書
な
ど

税税
制制
改改
正正
がが
ああ
りり
まま
しし
たた

●
６５
歳
以
上
の
非
課
税
廃
止
（
市
県
民
税
）

昭
和
１５
年
１
月
２
日
以
前
に
生
れ
た
か

た
で
、
合
計
所
得
が
１
２
５
万
円
以
下
の

人
に
係
る
段
階
的
非
課
税
措
置
が
、
今
年

度
で
廃
止
に
な
り
ま
す
。
昨
年
度
は
市
県

民
税
の
�
相
当
額
が
控
除
さ
れ
ま
し
た
が
、

１９
年
度
は
�
相
当
額
が
控
除
さ
れ
、
２０
年

度
か
ら
は
全
額
課
税
さ
れ
ま
す
。

●
定
率
減
税
の
廃
止
（
市
県
民
税
）

平
成
１９
年
度（
１９
年
６
月
徴
収
分
）か
ら

定
率
に
よ
る
税
額
控
除
が
廃
止
と
な
り
ま

す
。
な
お
、
所
得
税
の
定
率
控
除
廃
止
は
、

１９
年
１
月
分
か
ら
で
す
。

●
税
率
の
変
更
（
市
県
民
税
・
所
得
税
）

国
か
ら
地
方
へ
税
源
が
移
さ
れ
る
た
め
、

所
得
税
と
市
県
民
税
の
税
率
が
変
わ
り
ま

す
。
市
県
民
税
所
得
割
の
税
率
は
、
今
ま

で
５
％
、
１０
％
、
１３
％
の
３
段
階
で
し
た

が
、
１９
年
度
か
ら
一
律
１０
％
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
市
県
民
税
が
増
え
て
も
所
得
税

が
減
る
た
め
、
税
負
担
は
変
わ
ら
な
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。（
左
図
参
照
）

※
そ
の
他
の
改
正
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（注）

（注）定率減税の廃止の影響や収入の増減などにより、税額が変わる場合もあります。

営
業
等
所
得
・
農
業
所
得
・
不
動
産
所
得
・
譲
渡
所
得
の
あ
る
か
た
は

申
告
の
際
、
次
の
こ
と
に
ご
協
力
く
だ
さ
い


